
	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 12	 上上下下水水道道	
	

	

◎	 水	 	 	 	 道	

１	 概 要	

２	 沿 革	

３	 取 水 及 び 貯 水 施 設	

４	 浄 水 施 設 等	

５	 業 務	

６	 料 金 及 び 収 納 状 況	

◎	 下 水 道	

１	 概 要	

２	 沿 革	

３	 下 水 道 事 業 の 概 要	

４	 区 域 図 （ 事 業 計 画 ）	

５	 処 理 場 概 要	

６	 事 業 費	

７	 普 及 状 況	

８	 下 水 道 普 及 率 の 推 移	

９	 下 水 道 使 用 料 及 び 収 納 状 況	

10	 受 益 者 負 担 金 ・ 分 担 金 制 度	

11	 水洗便所等改造資金利子補給制度	

◎	 集 落 排 水	

１	 概 要	

２	 集 落 排 水 事 業 の 現 況	

３	 集 落 排 水 使 用 料 収 納 状 況	

	

	

	

	

◎水　　　　　道

　１　概　　　　　　　　　　　　　要

　２　沿　　　　　　　　　　　　　革

　３　取　水　及　び　貯　水　施　設

　４　浄　　水　　施　　設　　等

　５　業　　　　　　　　　　　　　務

　６　料　金　及　び　収　納　状　況

◎下　　水　　道

　１　概　　　　　　　　　　　　　要

　２　沿　　　　　　　　　　　　　革

　３　下　水　道　事　業　の　概　要

　４　区　　　域　　　図（事業計画）

　５　処　　理　　場　　概　　要

　６　事　　　　　　業　　　　　　費

　７　普　　　及　　　状　　　況

　８　下 水 道 普 及 率 の 推 移

　９　下 水 道 使 用 料 及 び 収 納 状 況

　10　受 益 者 負 担 金 ・ 分 担 金 制 度

　11　水洗便所等改造資金利子補給制度

◎集　落　排　水

　１　概　　　　　　　　　　　　　要

　２　集 落 排 水 事 業 の 現 況

　３　集 落 排 水 使 用 料 収 納 状 況



－317－ 

 

◎ 水  道 

１ 概  要 
 呉市の水道は，大正７年４月に旧海軍水道からの余水分与を水源として市民給水を開始した。 

 創設後，市独自で三永水源地を築造，戦後は国から譲受した旧海軍水道施設と市有水道施設の一元化

を図り，その後，広島市を貫流する太田川に水源を求め，広島県と呉市と近隣市町の共同施行による太

田川東部工業用水道からの取水，更に広島水道用水供給事業からの受水により，増大する水需要に対応

してきた。 

 平成 15年から平成 17年にかけての周辺８町との合併により，各水道事業及び簡易水道事業の全部を

譲り受け，給水区域が大幅に広がった。合併後，給水人口の減少や近年の節水機器定着に伴い水需要も

減少傾向にある。 

 平成 24 年度末，市民給水の開始時から稼動してきた平原浄水場を廃止し，基幹浄水場である宮原浄

水場に機能統合し，耐震構造の浄水施設を建設した。平成 25 年４月からこの浄水施設により給水を開

始している。 

 平成 25年４月，市民サービスの向上，組織・経営の効率化，危機管理体制の強化を基本理念として上

下水道の組織統合を実施した。この組織統合を契機として，平成 26 年１月に「呉市上下水道ビジョン

（計画期間：10年間）」を策定し，安全で安心な上下水道サービスの安定的な提供を目指している。 

 なお，平成 28 年度末，簡易水道事業を廃止し水道事業に事業統合した。 

 また，重要な産業基盤としての工業用水道においては，平成 27 年３月に「呉市工業用水道事業経営

計画」を策定し，今後も安定供給の継続を目指すこととしている。 

 平成 31 年４月，安全・安心な水道水の安定的な供給のため，宮原浄水場等５施設に指定管理者制度

を導入した。また，当該指定管理者に出資し職員派遣を行うことで，現場経験を引き継ぎ，技術・技能

の維持・継承を図ることとした。 

 
２ 沿  革 

 (1) 水道事業 

年 月 日 事            項 

明治 21 年 12月 呉鎮守府水道着工（二河水源地） 

   22 年  9月 呉鎮守府水道竣工（全国で２番目） 

   35年 10月 市制施行 

大正  4年  7月 創設工事着工（平原浄水場建設） 

7年  3月 創設工事竣工（全国で 34番目） 

7年  4月 給水開始（いなり水姿を消す。）  15,000㎥/日 

昭和 3年  4月 第１期拡張工事着工（宮原高区配水池築造） 

4年  3月 第１期拡張工事竣工  16,700㎥/日 

13 年 11月 第２期拡張事業着工（三永水源地築造） 

18 年  3月 第２期拡張事業竣工  34,500㎥/日 

20 年 10月 占領軍進駐，旧軍港水道の管理運営，進駐軍給水 

22 年  4月 石内浄水場築造工事再開 
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年 月 日 事            項 

昭和 23 年  1月 広・仁方上水道拡張工事着工 

   23 年  5月 広上水道㈱を買収（６月１日から給水開始） 

   28 年 10月 

   ～29 年 12 月 

旧軍港市転換法により旧軍港水道施設無償譲受 

 

   29年 11月 第３期拡張事業着工（戸坂浄水場拡張） 

37年 3月 第３期拡張事業竣工  68,000㎥/日 

37年 8月 第４期拡張事業着工（焼山浄水場新設） 

   38 年 6月 焼山地区水道施設竣工，８月から給水開始 

   41 年 6月 水道局新庁舎完成 

   41年 8月 音戸町へ分水開始  

42年 4月 熊野町へ分水（原水）開始 

   42 年 7月 集中豪雨により大災害発生，運搬給水実施 

   42年 10月 渇水による給水制限実施（隔日 24時間給水） 

   45 年 4月 分担金制度実施（給水装置工事） 

   46 年 2月 第５期拡張事業着工 

   46 年 3月 第５期拡張事業の一部（導，送，浄，配水施設）を県（安芸灘地域水道）と

の共同施設として建設（維持管理を含む。）するに関する協定締結 

   46 年 8月 第４期拡張事業竣工    118,000㎥/日 

   46 年 11月 川尻町へ分水開始 

   48 年 8月 渇水による給水制限実施（隔日 24時間給水） 

   49 年 5月 東広島市へ分水（原水）開始 

   49 年 7月 県との共同施設休山隧道配水池竣工 

   51 年 5月 宮原浄水場の拡張整備工事竣工  141,500㎥/日 

   52 年 2月 異常寒波による水道管凍結破裂事故多発 

   52 年 7月 江能水道企業団へ分水開始 

   53 年 3月 広域的水道整備計画の策定について，関係地方公共団体（４市 21町）と県知

事へ要請 

   53 年  8～9月 渇水による給水制限実施（３日に１日 24時間断水） 

   54 年 6月 未給水地区（郷原地区）一部給水開始 

   54 年 11月 未給水地区（昭和地区一部）一部給水開始 

   54 年 12月 広島県水道用水供給事業の給水条件等に関する協定締結 

   55 年 1月 船舶給水業務廃止 

   55 年 6月 江能水道企業団への分水廃止 

55年 7月 広島県水道用水供給事業に係る広島県（音戸町，倉橋町，江能水道企業団）

へ暫定分水開始 

   55 年 11月 未給水地区（郷原，昭和地区一部）工事竣工 

   56 年  2～3月 異常寒波による水道管凍結破裂事故多発 

   57 年 6月 広島市へ分水開始（安芸水道企業団解散，給水区域は広島市に編入） 
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４ 浄水施設等 

 

（注）（ ）内は予備池数で内数                   （令和２.３.31 現在） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水  源 

浄水施設 配水池数 給水能力 

浄水 

場名 
所在地 

ろ過池 
配水池数 

配 水 池 

有  効 

容  量 

上 水 
工業用 

原 水 
計 急速ろ過 

池 数 

１日ろ過 

能 力 

広島水道用水 
供 給 水 道 
（浄水受水） 
本 庄 水 系 

 

－ 
 

－ 

 

－ 
㎥ 

－ 
 

13 

㎥ 

15,280 
㎥ 

16,960 

㎥ 

－ 
㎥ 

16,960 

二 級 － － － － － － － 50,000 50,000 

戸 坂 

宮原 青山町 

 

82,000 39 76,323 78,800 12,000 90,800 
広島水道用水 
供 給 水 道 
（沈でん水） 

6 (1) 

二 河  
広島水道用水 
供 給 水 道 
（浄水受水） 
宮 原 水 系 

〃 〃 － － 46 8,739 14,860 － 14,860 

広島水道用水 
供 給 水 道 
（浄水受水） 
安 浦 水 系 

－ － － － 10 3,904 5,100 － 5,100 

三 坂 地 － － － － 2 3,570 － 13,000 13,000 

太田川東部 

工業用水道 
－ － － － － － － 55,000  55,000 

計 66  ((11))  8822,,000000  111100  110077,,881166  111155,,772200  113300,,000000  224455,,772200  

（令和 2．3．31 現在）
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５ 業  務 

 (1) 業務概況 

  ① 水道事業 

年  度 

区  分 
27 28 29 30 Ｒ元 

行 政 区 域 内 人 口 （人） 232,230 229,868 226,725 223,685 220,342 

給 水 人 口 （人） 230,488 228,227 225,097 222,099 218,768 

普 及 率 （％） 99.2 99.3 99.3 99.3 99.3 

給 水 戸 数 （戸） 114,070 113,824 113,372 112,976 112,071 

配 水 管 延 長 （ｍ） 1,305,439 1,304,071 1,302,469 1,301,822 1,300,294 

年 間 配 水 量 （㎥） 25,410,488 24,682,268 24,454,782 24,132,093 23,531,119 

一 日 平 均 配 水 量 （㎥） 69,428 67,623 66,999 66,115 64,293 

一 日 最 大 配 水 量 （㎥） 
80,785 

(1月 25 日) 

75,887 

(12月 31日) 

74,583 

(12月 30日) 

73,363 

(12月 31日) 

70,866 

(12月 31日) 

年 間 有 収 水 量 （㎥） 22,751,414 22,638,887 22,480,993 21,651,269 21,470,844 

年間無収・無効水量 （㎥） 2,659,074 2,043,381 1,973,789 2,480,824 2,060,275 

有 収 率 （％） 89.5 91.7 91.9 89.7 91.2 

（注）平成 28年度までは，簡易水道事業を含む。 

（※平成 29年３月 31日に簡易水道事業は廃止し，水道事業に統合） 

 

② 工業用水道事業 

年  度 

区  分 
27 28 29 30 Ｒ元 

給 水 会 社 数 （件） 6 6 6 6 6 

配 水 管 延 長 （ｍ） 22,633 22,633 21,202 21,362 21,362 

年 間 配 水 量 （㎥） 38,762,390 37,983,280 39,065,280 34,102,903 37,142,836 

一 日 平 均 配 水 量 （㎥） 105,908 104,064 107,028 93,433 101,483 

一 日 最 大 配 水 量 （㎥） 
113,640 

(9月 6日) 

109,200 

(1月 18日) 

112,340 

(8月 24日) 

110,990 

(6月 13日) 

113,453 

(8月 5日) 

年 間 有 収 水 量 （㎥） 37,937,476 37,547,432 38,794,995 33,802,501 36,790,765 

年間無収・無効水量 （㎥） 824,914 435,848 270,285 300,402 352,071 

有 収 率 （％） 97.9 98.9 99.3 99.1 99.1 
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４ 区域図（事業計画）

   呉市公共下水道事業計画図

５ 処理場概要（令和２年３月31日現在）

(1) 新宮浄化センター

   ◎所 在 地   呉市光町３-４

   ◎全体計画処理人口   ８万7,800人

   ◎全体計画処理水量   ５万2,200㎥／日（現有施設：５万2,200㎥／日）

   ◎処 理 方 式   標準活性汚泥法

(2) 広浄化センター

   ◎所 在 地   呉市広多賀谷３丁目10-１

   ◎全体計画処理人口   ６万2,600人

   ◎全体計画処理水量   ４万1,900㎥／日（現有施設：４万1,900㎥／日）

   ◎処 理 方 式   標準活性汚泥法
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 (3) 天応浄化センター 

   ◎所   在   地   呉市天応大浜３丁目５-４ 

   ◎全体計画処理人口   １万4,000人 

   ◎全体計画処理水量   9,600㎥／日（現有施設：7,900㎥／日） 

   ◎処 理 方 式   標準活性汚泥法 

 

  (4) 川尻浄化センター 

   ◎所   在   地   呉市川尻町小仁方１丁目５-１ 

   ◎全体計画処理人口   7,730人 

   ◎全体計画処理水量   2,710㎥／日（現有施設：3,300㎥／日） 

   ◎処 理 方 式   標準活性汚泥法 

 

 (5) 安浦浄化センター 

   ◎所   在   地   呉市安浦町中央８丁目１-37 

   ◎全体計画処理人口   8,860人 

   ◎全体計画処理水量   2,980㎥／日（現有施設：3,630㎥／日） 

   ◎処 理 方 式   オキシデーションディッチ法 

 

  (6) 赤石浄化センター 

   ◎所   在   地   呉市蒲刈町大浦字赤石４４ 

   ◎全体計画処理人口   830人 

   ◎全体計画処理水量   500㎥／日（現有施設：500㎥／日） 

   ◎処 理 方 式   オキシデーションディッチ法 

 

 (7) 本浦浄化センター 

   ◎所   在   地   呉市倉橋町字前宮ノ浦451-２ 

   ◎全体計画処理人口   740人 

   ◎全体計画処理水量   650㎥／日（現有施設：650㎥／日） 

   ◎処 理 方 式   オキシデーションディッチ法 

 

 (8) 音戸北部浄化センター 

   ◎所   在   地   呉市音戸町渡子１丁目10番106 

   ◎全体計画処理人口   7,800人 

   ◎全体計画処理水量   3,550㎥／日（現有施設：1,400㎥／日） 

◎処 理 方 式   オキシデーションディッチ法 

 

 (9) 倉橋中央浄化センター 

   ◎所   在   地   呉市倉橋町字小宇和木5906番３ 

   ◎全体計画処理人口   3,100人 

   ◎全体計画処理水量   1,260㎥／日（現有施設：600㎥／日）  

◎処 理 方 式   オキシデーションディッチ法 
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９ 下水道使用料及び収納状況 

 (1) 下水道使用料（１か月につき）                                （令和２年４月１日改定）  

用 途 区  分 排 除 汚 水 量 

一 般 用 

基 本 使 用 料 １世帯又は１事業所１か月につき０㎥まで 1,298.00円 

超過使用料 

（１㎥につき） 

    1㎥以上      １０㎥まで 18.70円 

  １０㎥を超え     ２０㎥まで 240.90 円 

  ２０㎥を超え     ３０㎥まで 265.10 円 

  ３０㎥を超え     ５０㎥まで 313.50 円 

  ５０㎥を超え    １００㎥まで 349.80 円 

 １００㎥を超え    ５００㎥まで 374.00 円 

 ５００㎥を超えるもの 397.10 円 

公衆浴場用 
基 本 使 用 料 １世帯又は１事業所１か月につき０㎥まで 1,298.00円 

超過使用料(/㎥) １㎥につき 103.40 円 

（注）上記の表の下水道使用料は，消費税を含んだ金額である。 

 
(2) 下水道使用料収納状況（令和元年度）※消費税込み 

区   分 調 定 金 額（円） 収 納 済 額（円） 収納率（％） 

現 年 度 分 4,096,582,250 3,862,776,022 94.29 

過 年 度 分 242,756,113 226,941,267 93.49 

計 4,339,338,363 4,089,717,289 94.25 

                                 

※ ただし，３月19日から３月31日までの収納分は含まれていない。 
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10 受益者負担金・分担金制度 

 

 ○単位負担金額    １㎡につき    110円 

 ○納付方法      年１回払い（最高３年までの分割が可能） 

 ○受益者負担金収納状況（令和元年度） ※消費税込み                                    

区   分 調 定 金 額（円） 収 納 済 額（円） 収納率（％） 

現 年 度 分 3,170,188 3,170,188 100.00 

過 年 度 分 236,125 0 0 

計 3,406,313 3,170,188 93.07 

※旧町賦課分を含む。（川尻町410円／㎡，安浦町400円／㎡）           

 

○受益者分担金収納状況（令和元年度） ※消費税込み                                   

区   分 調 定 金 額（円） 収 納 済 額（円） 収納率（％） 

現 年 度 分 1,665,191 1,665,191 100.00 

過 年 度 分 391,666 12,000 3.06 

計 2,056,857 1,677,191 81.54 

  ※ 旧町賦課分を含む。（安浦町400円／㎡，倉橋町６万円／個） 

 

11 水洗便所等改造資金利子補給制度（平成24年度新設） 

事業用でない居住用の既存建物（アパート，事務所，新築家屋などは対象外）において，下水道へ

接続するため，くみ取り便所を水洗便所へ改造する場合等に，金融機関が無利子で融資を実施し，そ

の利子相当額を補給することにより，水洗便所の普及促進を図る制度です。 

(1) 融資限度額 

① 水洗便所への改造工事・・・最高 60万円 

  （ただし，水洗便所が２個以上ある場合は，最高 90万円） 

② 浄化槽を廃止する工事・・・最高 35万円 

③ 排水ポンプの設置工事・・・最高 30万円 

※資限度額は，呉市上下水道局が定めた基準単価の範囲内で決定 

(2) 返済方法   

① 融資を受けた取扱金融機関に返済 

② 融資を受けた翌月から５年以内の，毎月の元金均等償還 

③ 返済期日までは無利子 
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(3) 取扱金融機関  

広島銀行・もみじ銀行・呉信用金庫・呉農業協同組合・芸南農業協同組合・広島ゆたか農業協

同組合の呉市内店舗（呉信用金庫以外は出張所は除く） 

(4) 利用状況（令和元年度） 

区 分 
く み 取 り 便 所 し 尿 浄 化 槽 排水ポンプ設備 

計 
改 造 廃 止 設 置 

件 数  １ ２ ０ ３ 

 ※平成30年度末までに申請に基づき金融機関からの融資を受けた件数 
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